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大阪府監察医事務所は、同居の孤独死について第59回
近畿公衆衛生学会（京都市）で誌上発表しました。

大阪府監察医事務所の同居の孤独死の関する調査が
新聞報道で取り上げられました。

 読売新聞（2020年11月22日朝刊） 抜粋
「同居孤独死」204人 18年 東京23区・大阪市・神戸市

大阪府監察医事務所は今年初めて、管轄する大阪市内で18
年に取り扱った4772遺体について調査。同居人がいながら4日
以上見つからなかった遺体を同居孤独死と定義した。
同事務所によると、大阪市内の35人を年齢別にみると60歳
代が9人、70歳代と80歳代は各8人いた。世帯構成は「2人暮ら
し」が32人で、「3人暮らし」が3人。入院していて気付かな
かった人も4人おり、その他は家庭内別居などだった。夫婦2
人暮らしで共に死亡していた事例も2件あった。発見までの期
間は4～7日が27人で、8日～1か月が7人、1か月超が1人だった。

毎日新聞（2020年12月7日朝刊） 抜粋
高齢家族 支援漏れ 「同居の孤独死」共倒れも
大阪府監察医事務所の調査では、大阪市内で「同居の孤独
死」が17年～19年に計90人に上ったが、約7和露は死後4日～7
日以内に発見された一方、1か月以上かかった人も7人いた。
最も遅れたのは半年後だった。

詳しくは大阪府監察医事務所のホームページをご参照ください。


